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目次

E 3 . ． ． ． ． ． ． 、 1

肘を進めるべき具体的事項 . ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 、 1

主要争点等記載書面（仮称）に記載すべき内容のイメージ.…. .…1

双方から提示された「予想される主要な争点」や証拠をもとに、具体

的に、どのように主張・証拠の整理を進めるか、また、第1回期日にお

いては、弁論終結日、判決言渡期日の指定のほか、どの程度の進行予定

を定めることが考えられるか。 ．……….……….…..……. ．2

判断事項関連書面に記載すべき内容のイメージ．…………. .…3

判決害のイメージ………………．……………….……3

その他……….….…………. .….……………….…4

１
２

３
４
５

４
４
５

■
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

■
●
●

●
●
●

■
●
●

■
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

■
●
●

■
●
●

■
●
●

■
●
●

■
●
●

■
●
●

●
●
●

■
●
●

●
●
●

■
●
●

■
●
●

■
●
●

■
●
●

恥
果
》

叩
吉
．

これまでの工夫例・実践例・検討結果．……….……………

今後の各庁における検討の進め方………. .………………．

１
２

蟻事項2ウェブ会蟻の方法による口頭弁瞼の運用に向けて検肘すべき事項

. ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ､ . ． ．． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 、6

庁扇E雪彊ろそ而署颪要調….…………………….………6
1原告代理人はウェブ会議を希望し、被告は本人訴訟という場面におけ

る考慮要素.….………………….………………….…6

2法人の支配人等の扱い（特に簡易裁判所における論点） ．………．7
Q

3高等裁判所における考慮要素…….………………………7

｢雨百蘋壼あ孟可五~意見暉飯あ芳歪零冗…….…….………
期日指定の在り方. .………….….……………….……

意見聴取の方法……………………………………．…

書記官事務……….………….….……….….………

７
７
８
９

１
２
３

合の対応等）合の対応等） |……….….……….….….….…………9

判決言渡期日におけるウェブ会議の実施……………………9

涌信障害があった場合の対応…….……………………. ． lO
G

その他……………….…………………．……． .…． 10

１
２
３

i蟻事項1 法定審理期間所舩手続の運用に向けて検肘すべき事］

爵 1 制度趣旨及び現在検肘中の民事翫舩規則案を踏まえて、今後重点的に

爵 2各庁における今後の検肘の進め方

算 1 第1回口頭弁蹄期日をウエブ会蟻の方法により実施するか否かを判断

蔦 2第1回口頭弁瞼期日をウェブ会儀の方法により実施する場合の留意点

爵 3その他（判決言渡期日におけるウェブ会蟻の実施、通信障害があった



犀万一亜芳藪剰所産両葛蕊河雨~両易露I所箱宣あ蓮毒あ荏可刃……．
1地方裁判所と簡易裁判所の連携の在り方．…. .………..……

2簡易裁判所相互の連携の在り方……………………….…

２
２
２
３

１
１
１
１膿事項3その他改正民事翫舩法の運用に関し検酎すべき事 ■ ■ ■ ● ● ■ ● ■ ●



第1 制度趣旨及び現在検討中の民事訴訟規則案を踏まえて、今後重点的に検

○法定審理期間訴訟手続（以下「本手続」 という｡）の具体的な運用イメー

ジについては、本手続の利用が当事者のイニシアティブに委ねられていると

いう制度設計を踏まえると、通常の訴訟の場合以上に、充実した訴訟活動や

迅速な訴訟進行のために必要な準備・作業を行うことを当事者に求めること

も可能であり、そのことを意識して検討する必要があるとの認識が改めて共

有された。

○その上で、資料1 （改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則（案）対照表。以

下、 この規則（案）を「規則案」 という。）や資料2 （法定審理期間訴訟手

続（本手続）の事務フロー（例)）に基づき、手続の序盤から終盤にかけて、

当事者からいかなる書面を提出してもらい、どのように手続が進行すれば、

本手続に沿う審理判断ができるかを意見交換した（なお、本協議では、最初

から本手続の利用を想定した「基本形」をベースとして議論し、途中から本

手続に付す方法（途中乗車型）や、付調停を利用するなどして実質的に期間

を延長する方法（乗り継ぎ型）は取り上げていない｡)。

1 主要争点等記戦書面（仮称）に記戦すべき内容のイメージ

○規則案231条の3において、本手続による審理を求める当事者双方は、

その申出等をした後速やかに、予想される主要な争点等を記載した書面（以

下「主要争点等記載書面」 という｡）を提出しなければならない旨の規定が

置かれることが検討されていることを受けて、手続の冒頭の段階で、当事者

に提出させるべき書面のイメージについて意見交換がされた。

○この書面には、本手続により審理及び裁判をする旨の決定をするかどうか

（改正民事訴訟法381条の2第2項の要件該当性）を判断するとともに、

早期に紛争の全体像を把握し、実質的な審理の開始につなげるために必要な

情報が記載されるのが望ましいことに異論はなかったが、その具体的なイメ

ージについては、次のような意見があった。

・ 主要争点等記載書面には、主要な争点のほか、これに関する重要な間接

事実や対応する証拠を記載してもらうことをイメージしている。期間内に

手続を終了させられるか否かを見極めるためには、提出予定の証拠の内

容・分量・所在（当事者が既に入手している証拠か）が明らかになること
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が重要である。

・ 裁判所にとっては、争点の所在や関連する事実等を、できるだけ具体的

かつ詳細に記載してもらうことが望ましいが、手続の初期段階で過度に詳

細な記載を求めた場合、当事者の負担が重くなり、本手続を利用する上で

のハードルが高くなることも懸念されるので、バランスを取ることが重要

である。

・ 書面の体裁にこだわる必要はなく、必要な内容を箇条書きで記載すると

いったもので足りるのではないか。

2双方から提示された「予想される主要な争点」や証拠をもとに、具体的

に、どのように主張・胚拠の整理を進めるか、また、第1回期日において

は、弁瞼終結日、判決言渡期日の指定のほか、どの程度の進行予定を定め

ることが考えられるか。

○改正民事訴訟法381条の3によれば、本手続の第1回期日 （資料2参照。

以下「審理予定協議期日」 という｡）において、 6か月以内の日に弁論終結

日を、それから1か月以内の日に判決言渡期日を指定しなければならないと

定められているところ、期間内に審理を終えるための審理の進め方や進行予

定の定め方について意見交換がされた。

○主張・証拠の整理の進め方については、審理予定協議期日において、裁判

所と当事者双方との間で、主要な争点に関する認識をかみ合わせ、必要に応

じて絞り込みを行うことが重要であること、また、どのように主張・証拠の

整理を進めるかの検討に際しては、一般の審理運営改善における実践例を応

用するという視点が必要であることに異論はなく、そのための具体的な方法

として、次のような意見があった。

・ 序盤の口頭協議の手法を参考にしつつ、裁判所が要件事実の構造や主要

な争点を確認し、必要に応じてブロックダイヤグラムを三者間で共有して

争点をかみ合わせ、その結果を記録化することが考えられる。その際、事

前に争点や協議事項を提示しておくことも有益である。また、協議に当た

っては、当事者に時系列表を作成してもらう等、当事者との間で適切に役

割分担をすることが重要である。

・ 本手続においては、準備の前倒しや証拠に基づく主張が特に重要である

ことを当事者に意識してもらうことが必要である。そのための方法として

は、①必ず争点ごとに証拠を提出させること、②審理予定協議期日におい

て、証拠の有無や証明力を協議し、何が実質的争点として残るのか確認す

ることなどが有用である。
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・ 審理予定協議期日で充実した議論をするためには、労働審判のように、

事情を把握している担当者等の出頭を求め、事情聴取をすることも考えら

れる。

○進行予定については、審理予定協議期日において、弁論終結日及び判決言

渡期日の指定が可能となる程度に審理計画を定めておく必要があるとの点に

は異論がなかった。スケジュールを当事者と共有し、可能な限り、弁論終結

期日に至るまでの各期日等を一括して指定するとの意見が多かった。

3判断事項関連書面に配載すべき内容のイメージ

○規則案231条の7第1項において、本手続において裁判所が判断すべき

主要な争点及びこれに関連する攻撃防御方法の要旨を記載した書面（以下

「判断事項関連書面」 という｡）の提出を当事者に命じることができる旨の

規定が置かれることが検討されていることを受けて、手続の終盤で当事者に

提出させる書面のイメージについて意見交換がされた。

○この書面の具体的なイメージについては、①当事者が認識する争点整理の

結果を記載するという側面と、②判決書に添付し得るという側面があること

を前提として、次のような意見があった。

・ 序盤に提出された主要争点等記載書面の内容がベースになって、審理の

過程で、当事者が必要な範囲で加筆修正して、 自然と出来上がっていくと

いった形が考えられる。手続の冒頭で、主要な争点についての認識が共有

されている場合には、加筆すべき内容は多くないはずであるし、審理期間

も限られているのであるから、重いものは不要である。

・ 序盤の期日で共有された争点について、裁判所が準備したフォーマット

に当事者が書き入れていき、それを審理中から共有していくといった形で

作成することも考えられる。

・ 主要事実のほか、当事者が重要と考える間接事実を記載してもらえば、

判決書に添付できる。ただし、判決書への添付を目的としてしまうと、そ

れに適した体裁・内容のものにすることに意識が向きかねないから、必ず

しも判決書への添付を目指す必要はないのではないか。

4判決書のイメージ

○弁論終結日から1か月以内に判決を言い渡すための判決書のイメージにつ

いて意見交換がされ、現時点で考えられるイメージとして、次の意見があっ

た。

・ 事実の記載は、当事者が作成した書面を活用することとし、請求の原因
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その他の攻撃又は防御の方法の要旨については、判断事項関連書面を別紙

として添付する形が考えられる。当事者が作成した書面を活用しない場合

にも、事実の記載は簡潔にすべきであるので、冒頭に前提事実等を記載す

るようなことは不要であろう。

・ 判断すべき争点についての判断とその理由に重点を置くべきであり、認

定事実も、判断すべき争点との関係ごとに必要な範囲で記載するといった

イメージではないか。不利な判断を受ける当事者の納得を得るため、当事

者が特に判断を求めているポイントに絞って、丁寧に記載することが考え

られる。

○判決書の理由において、敗訴者の主張を個別に排斥する必要はなく、異議

が申し立てられたときに記載すれば足りる、手形判決のように「証拠によれ

ば認められる」 という書き方もあり得るのではないか等の意見もあった。 こ

の点については、改正民事訴訟法381条の5において、判決書の「理由」

は要旨とされていない点に留意する必要があるとの指摘があった。その上で、

判決書は、控訴審や国民一般に向けた分かりやすさよりも当事者への説得力

を意識し、当事者双方との間で確認した「判決において判断すべき事項」に

ついての判断内容の説示に注力すべきであり、それ以外の部分は、コンパク

トな記載とするのが望ましいといった方向性が改めて確認された。

5その他

○本手続で尋問を行った場合の尋問調書に関し、録音体利用（民訴規則68

条）を検討しているとの紹介があった。また、審尋の活用に関しては、前向

きな意見があった一方、異議が出た場合に尋問のやり直しが必要になるとの

指摘もあった。

第2各庁における今後の検討の進め方

1 これまでのエ夫例・実践例・検肘結果

○次のような現行法下での工夫例や実践例、アイデアが紹介された。

・ 有志が中心となり、審理序盤の口頭協議において、 6か月以内に心証開

示をする旨説明し、 このようなスケジュールの下で審理を行っている。迅

速に審理が可能なものは、 3回程度で争点整理が終了している。

・ 具体的な審理期間（6か月）は設定しないが、当事者双方に対し、早期

に争点整理を進めて心証開示する旨予告すると、早く心証開示を得たいと

考えている弁護士から協力が得られやすい。
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・ 第1回期日等までに、当事者双方に対し、審理期間の希望を聴取し、希

望された期間内で審理判断を行うことを検討している。

○こうした工夫例や実践例を通じて、早期に解決ができて当事者の満足度も

高かったという意見があったほか、未済事件が減って裁判官のメリットも実

感したという意見があった。

もっとも、試行によって、もともと6か月で処理できる事件を早期に終了

させることはできても、 1年かかる事件を6か月で終えるのは難しいとの課

題や、当事者との役割分担を適切にしないと、裁判官が手をかけ過ぎになっ

てしまうとの課題も指摘された。

2今後の各庁における検肘の進め方

○弁護士会と協議するに先立ち、まずは具体的な運用イメージを裁判所内部

で形成しておくことが重要であることが確認された。そのための方法として、

事件の内容や代理人の意向等を踏まえながら、適する事案をピックアップし

て、現行法下において試行しつつ、書面のイメージを検討して具体化させる

こと等が必要であるとの意見が多かった。

○他方で、先行して弁護士会と協議を進めている庁においては、弁護士から

6か月で心証が開示される点に意義を感じているとの指摘がされていること

から、引き続き制度の意義や当事者のメリットを伝えつつ、可能な範囲で現

行法下における試行を重ねることが重要であるとの意見があった。

○一定の「納期」を意識して、そこに向けて審理を進めていくといった部分

は、一般の民事訴訟における審理運営改善の取組に通ずる話であり、そのよ

うな観点を意識して審理運営改善の実践をすることにより、将来的に各庁で

弁護士会と法定審理期間訴訟手続に関する協議をする際にも、実感を伴った

働きかけをすることができるとの認識が共有された。
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議事項2 ウェブ会議の方法による口頭弁論の運用に向けて検討すべき事項

第1 第1回口頭弁論期日をウェブ会議の方法により実施するか否かを判断す

るに当たっての考慮要素

1 原告代理人はウェブ会職を希望し、被告は本人翫舩という場面における

考慮要素

○被告本人の現実の出頭が求められる第1回口頭弁論期日であっても、原告

代理人においては、 ウェブ会議の方法で参加したいといったニーズも一定程

度あり得ることから、原告代理人はウェブ会議を希望し、被告は本人訴訟で

あるという場面において、 ウェブ会議の方法による口頭弁論期日を実施する

か否か、その判断に当たっての考慮要素について意見交換がされた。

（原告代理人）

○原告代理人は、基本的にウェブ会議の利用の相当性を肯定し得るものの、

原告代理人についてウェブ会議を認めるか否かを考える考慮事情として、次

のような意見が述べられた。

・ 一般的な考慮要素としては、事件の性質、第1回期日の審理予定や被告

の出頭可能性、期日の指定状況やウェブ会議の機器設営の負担の程度（使

用する法廷や期日を入れ替えたりする場合の書記官の負担等)、などが考

えられる。

・ 原告代理人が、原本による書証の取調べを申し出ている場合には、 ウェ

ブ会議の実施を認めるのは相当でない（後記第3の3 （3）参照)。

・ 原告代理人にはウェブ会議での参加を認めつつ、被告本人には、少なく

とも1回は現実の出頭を求めることに対して、被告本人から強い不満が述

べられ、それによって円滑な審理に支障を来すおそれが生じる場合も考え

られる。事前に判明した参考情報等により、そのようなおそれが高いと考

えられる場合には、遠方ではない原告代理人に現実の出頭を求めることも

考えられる。

・ 原告代理人からウェブ会議を希望する旨の申出の時期が遅かった場合に

は、機器の準備や法廷の確保等が困難である（後記第2の3参照)。

（被告本人）

○前回の事務打合せでは、当事者本人については、少なくとも初回は現実の

出頭を求めるのが相当との意見が多かったが、以下のような事情が存在する

場合には、第1回口頭弁論期日であっても、被告本人にウェブ会議の利用の

相当性を肯定し得るとの意見があった。
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･ 遠隔地の居住者(管内面積が広い場合､交通ｱｸｾｽが悪い場合､合意

管轄により被告住所地が管外である場合等）

・ 要警備事案や、当事者が障害を有する場合等の要配慮事案

○従前は、チーム作成方式でウェブ会議を実施していたことから、 ウェブ会

議の実施により、当事者本人が裁判官との間でチャットやファイル共有とい

う期日外コミュニケーションを利用することが可能になるといった事情が存

在していたが、今後、いわゆるURL方式によるウェブ会議も可能となり、

この方式による場合には、期日外のコミュニケーションは利用できないこと

となる（会議中のチャットは可能)。 このような事情も、当事者本人にウェ

ブ会議を認めるか否かの判断に影響を与え得ることが確認された。

2法人の支配人等の扱い（特に簡易裁判所における瞼点）

○法人の支配人等のうち、複数の訴訟事件が係属している業者の支配人及び

許可代理人（簡易裁判所）については、属性を既に確認できているという意

味で、原告のウェブ会議の相当性を肯定し得るという意見が多かった。

○もっとも、業者事件で原告側にウェブ会議を認めるか否かは、法廷の制約

や書記官の負担等との兼ね合いから、各庁の規模・実情に応じて検討する必

要があるとの意見があった(後記第2の1参照)。

3高等裁判所における考慮要素

○地裁と比較して管内面積が広い上、当事者双方に代理人が就いていること

も多く、一回結審のために出頭しなくとも良いという代理人のニーズも想定

されることから、一審での状況次第ではあるが、 ウェブ参加を広く利用でき

るとの意見が複数庁から出された。

第2第1回口頭弁論期日をウェブ会議の方法により実施する場合の留意点

(期日指定の在り方、意見聴取の方法等）

1 期日指定の在り方

○同一時刻に複数の事件の期日を指定する運用がされることがあるが、 ウェ

ブ会議の方法による口頭弁論期日を円滑に実施するためには、どのような指

定の仕方が考えられるかについて協議された。

（期日の入れ方）

○ウェブ会議は機器の準備が必要となるため、できる限り時間帯をまとめて

集中的に実施するのが効率的であり、 ウェブ会議専用の期日の時間枠を設け
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るのがよいという意見が多かった。もっとも、庁の実情に応じてウェブ会議

と非ウェブ会議の事件の時間枠が峻別されていなくとも差し支えないのでは

ないかとの意見もあった。

○ウェブ会議専用の期日の時間枠を設ける場合であっても、時間になってウ

ェブ会議が始まらないと代理人が不安になるので、同一時刻に複数の事件を

入れるのではなく、少しずつ時間をずらして期日指定する方が望ましいとの

意見が多かった。もっとも、当事者に対し、順次接続するので待機しておい

てほしい旨を事前にアナウンスしておくことにより､複数期日を同一時刻と

することも可能ではないかとの意見もあった。

○ウェブ会議を実施するに当たり、法廷や準備室等のディスプレイ・機器を

庁内で合理的に利用・融通するためには、機器が利用可能な曜日・法廷を設

定し、部ごと又は係ごとに適宜割り振りをする等、庁の実情に応じた検討す

る必要があるとの指摘があった。

（簡易裁判所における業者事件）

○大規模簡易裁判所においては、業者事件を1回の期日で数十件処理してい

るところ、大量処理の中でウェブ会議の個別希望に応じることは難しいとの

意見がある一方、同一の業者が原告として複数の事件を抱えている場合には、

専用の枠を設けてウェブ会議を実施することで、迅速かつ合理的な事件処理

ができるとの意見もあった。

○これに対し、小規模簡易裁判所では、業者事件でも同じ時間帯に大量に入

ることはなく、 ウェブ会議を実施することが可能であるとの意見があった。

2意見聴取の方法

（原告代理人）

○原告代理人に対し、 ウェブ会議の方法での参加希望の有無をどのように聴

取するかが協議されたところ、期日指定の在り方と関連して、次の意見があ

った。

・ ウェブ会議の方法による口頭弁論期日を実施する場合、期日の時間枠を

選別する必要があるため、希望を聴くのであれば期日指定の時までに行う

必要があるとの意見が多かった。

． その上で、一律に希望の有無を聴取するとの意見がある一方、 ウェブ会

議の希望があったとしても、必ずしもウェブ会議を実施することになると

は限らないことから、意見を聴取する事件を選別し、聴取対象とする事案

について、裁判官と書記官との間で共通認識を持つ必要があるとの意見も

あった。
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・ 一律に希望を聴取する場合には、 Formsも含めた参考事項聴取書等によ

り希望を聴取するとの意見が多かった。

(被告本人）

○仮に原告についてウェブ会議を実施することを検討する場合、被告（本人）

の意見聴取はどのように行うかが協議されたところ、次の意見があった。

・ 訴状送達の際、期日呼出状又は意見聴取書において意見聴取をし、意見

がある場合には期限内に回答するよう記載する（期限内に回答がなければ、

原告側はウェブ会議になることがある旨を併せて記載するとの意見もあっ

た｡)。

・ 意見聴取の際、被告もウェブ会議が認められると誤解して、法廷に出頭

しない事態が生じないように注意すべきである。

3書配官事務

○ウェブ会議の方法による口頭弁論期日を実施するに当たっては、そのため

の準備が必要となるが、書記官事務としてどのような検討をしているかにつ

いて協議された。

○模擬のウェブロ頭弁論期日を実施し、書記官事務に関する事項として、機

器の設置や操作、裁判官入廷までのチェック項目等を整理し、チェックリス

トの作成に向けた作業を実施しており、今後、論点を詰めてブラッシュアッ

プしていくことを考えているとの意見があった。

○模擬をやってみたところ、法廷内の機器のセッティングに時間を要するほ

か、当日の本人確認や第三者が関与していないことの確認にも予想以上の時

間がかかることが判明し、手順をシステマティックに整理する必要性を感じ

たとの指摘もあった。

○機器の設置等について立会書記官1名では対応が難しい場合には、事務官

の活用も考えられるとの意見があった。

第3その他（判決言渡期日におけるウェブ会議の実施、通信障害があった場

唐あ燕露河

1 判決言渡期日におけるウェブ会膿の実施

○判決言渡期日においては、法律上ウェブ会議を実施することは可能である

ものの、当事者の出頭が必要的でないことに照らすと、相応の理由がない限

りは、原則としてウェブ会議は実施しないとする意見が出され、異論はなか

った。
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2通信障害があった場合の対応

○ウェブ会議の実施中に通信障害が発生した場合、 ウェブ会議の方法により

参加した当事者を出頭と取り扱うかどうかの基準としては、短時間でも映像

が映り音声が聞こえる状況が生じた場合には、出頭の扱いにするこどになる

との意見が多数を占めた。

○ウェブ会議の方法により当事者が出頭したと評価し得る場合であっても、

通信障害の程度や意思疎通の状況に鑑みて、実質的なやり取りができたとは

いえないときは、当該当事者が訴訟行為をしたと扱うことは困難であるが、

その場合に、そのことを当事者の不利益に扱うのは相当でないので、期日の

続行等をするとの意見が多かった。

○当事者から「現在接続を試みているが、 うまく接続できない｡」 といった

電話連絡があったときは、その後の期日の入り具合にもよるが、次の事件と

順序を入れ替えるとの意見や、ラウンド法廷を活用して電話会議に切り替え

るとの意見、接続不良を見越した期日の入れ方をするとの意見があった。

3その他

（1） ウェブ会譲の接続先における会社担当者等の同席

○当事者が法人である場合の会社担当者等について、 ウェブ会議の接続

先での同席・傍聴を認めるか否かが協議された。

○まず、 ウェブロ頭弁論が認められても、法制審議会での議論等によれ

ば、 口頭弁論の傍聴はリアルの法廷で行うものであり、ウエブ会議での

傍聴は認められないとされていることが前提として確認された。

○その上で、一定の事案では、 ウェブ会議の接続先での会社担当者等の

同席を認めるニーズがあるものの、 これを「傍聴」 として認めることは

法的な整理が難しく、仮に同席を認めるとしても、事実上の立会とする

等、傍聴とは異なるものと整理する必要があるとの意見が複数あった。

○民事局からは、昨年10月の民事訴訟規則の改正の際に、 この点に関

する明文の規定を設けなかったのは、法制審議会での議論状況等も踏ま

えて、会社担当者等のウェブ会議への参加は解釈・運用に委ねられる事

柄であると整理したものである旨の説明がされた。

（2） ウェブ会臓の方法による口頭弁瞼に係る本人確偲等のタイミング

○期日の円滑な進行のためには、期日前にあらかじめ接続テストを行い、

その際に本人確認をすることが考えられるとの意見が多数を占めた。

○また、期日において身分証明書を示してもらって本人確認をする場合
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や、 ウェブ会議の接続先に第三者の関与がないことを確認するためにカ

メラを回して周囲を映してもらう場合、法廷の傍聴人等に見られてしま

うことに配慮し、法廷内のディスプレイとは接続しないことが考えられ

るとの意見があった。

(3) ウェブ会蟻の方法による口頭弁鮠期日における害証の取鯛ぺの方法

○ウェブ会議の方法による口頭弁論期日において、ウェブ参加している

当事者から書証原本の取調べの申出があった場合、裁判所としては、 ど

のような方法で書証を取り調べることが考えられるかについて協議され

た。

○挙証者において、写しを原本として提出する方法による書証の申出と

することで差し支えなければ、写しを原本として提出することには異論

がなかった。また、相手方において原本に代えて写しを提出することに

異議がなく、原本の存在や成立について争いがないときは、原本に代え

て写しを提出する方法によることが考えられるとの意見があった。

他方、原本をウェブ画面越しで見せることにより、原本を提出したと

扱えるのではないか（検証類似） との指摘もあったが、原本が裁判官の

手元に物理的に提出されていない以上、原本が提出されたと扱うことは

できないとの意見が多かった。

側不規則発言等がされた増合の対応

○ウェブ会議の接続先で不規則発言等がされ、訴訟指揮に従わない場合

には、警告した上で接続を切断することが考えられるとの意見や、 この

ような場合には、 ウェブ会議の相当性がないものと判断し、次回以降は

現実の出頭を求める（出頭しなかった場合には欠席扱いとする） との意

見があり、いずれも異論はなかった。

(5) ウェブ会蟻の方法による口頭弁瞼について傍聴席を映してほしいとの希

望があった場合の対応

○ウェブ会議の方法による口頭弁論期日を実施する場合に、 ウェブ会議

の接続先からも傍聴人の有無等が見られるように、傍聴席を映してもら

いたいとの希望が述べられたときの対応について協議された。

このような要望が出るような事案については、そもそもウェブ会議の

方法によることは相当ではなく、現実の出頭によるか、非公開の弁論準

備手続等によることが望ましいとの意見に異論はなかった。

(6) 司法委員によるウェブ会膳の使用方法

○司法委員が別室で和解の試みの補助をするような場合であって、書記

官等の職員が立ち会わないときは、 Webexを利用する予定であることが
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民事局から紹介された。

そして、実際のフローとしては、各庁の実情によるものの、一例とし

て、①まず裁判官がTeamsで口頭弁論を開始し、司法委員を関与させる

こととなった場合には、②当事者がWebexにログインし、司法委員は、

Webex用の端末が設置されている部屋に移動して手続に関与し、③司法

委員の関与が終了した時点で、再び当事者がTeamsに戻り、裁判官が口

頭弁論の手続（次回期日の指定等）をするというイメージが共有された。

匡耳一理芳霧I所王簡易霧i扉~雷易認I所稻宜あ蓮震あ荏可刃

1 地方裁判所と簡易裁判所の連携の在り方

○今後簡易裁判所において運用が開始される予定のウェブ会議の方法による

争点整理手続、 口頭弁論期日等の準備に当たっては、地方裁判所と簡易裁判

所が十分に連携を図る必要があることが確認された上で､次のような実例が

紹介された。

・ 地方裁判所の担当部と簡易裁判所との間で連携し、 ウェブ会議の運用が

先行している地方裁判所から情報提供を受け、ウェブ会議の見学等を実施

している。

・ 地方裁判所と簡易裁判所のほか、家庭裁判所等も参加して、ケース研究

を実施している。

・ 地方裁判所のPTが模擬ビデオや体験説明会等の様々な企画をし、出前

で簡易裁判所に来て説明会を実施している。

・ 地方裁判所のバックアップを受け、地方裁判所の運用を参考にしつつ、

簡易裁判所の運用に係る執務要領を作成している。

2簡易裁判所相互の連携の在り方

○簡易裁判所は、それぞれ規模が大きく異なることから、大規模庁から小規

模庁に対する連携や、同規模庁同士など、相互の連携を図る必要があること

が確認された上で、次のような実例が紹介された。

・ 本庁所在地の簡易裁判所が窓口となって、管内の他の簡易裁判所と連携

を図り、互いに情報交換・共有をしている。

・ 高裁所在地の簡易裁判所がトップランナーとして高裁管内に情報を還元

しているほか、高裁管内の同じ規模の簡易裁判所同士でも連携している。
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協議事項3その他改正民事訴訟法の運用に関し検討すべき事項

1 従前の秘匿措置が講じられている事案において、秘匿決定の申立てを促す

ことが考えられる事案

○当事者から新法による秘匿決定の申立てがされない限り従来の秘匿措置に

よることとし、当事者に対し、同申立てを促す必要はないものの、新法によ

る方が望ましいと考えられる場合（事案の性質、訴訟の進行状況、秘匿事項

等を含む書面提出の見込み、当事者の意向等）には、当事者に対し、同申立

てを促すことも考えられるとの認識が共有された。

これに関連して、訴状における原告の住所として、原告代理人事務所の所

在地が記載されている事案において、後の強制執行におけるつながり証明の

便宜を考慮して新法の申立てを促したとの事例が紹介された。

2原告の住所及び本名が記戦された翫状（及び委任状）が提出された事案に

おいて、駈状受付後に住所等を秘匿したいとの申出があった場合

○秘匿決定の訴状の氏名・住所の記載を代替氏名・住所に訂正する旨の訴状

訂正申立書が提出されたとしても、被告に対し、訂正前の訴状も併せて送達

する必要があると考えられるため、住所等の秘匿を希望するのであれば、い

ったん訴えを取り下げた上で、改めて訴えの提起と共に秘匿決定の申出をし

てもらうとの意見があった。他方で、秘匿決定の申立て及び訴状の住所・氏

名に係る閲覧等制限決定の申立てをしてもらった上で、訴状訂正申立書のみ

を送達すれば足りる（又は住所及び本名にマスキングをした訴状を併せて送

達すればよい） との意見もあった。
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ｆ
』

未
の
二
当
事
者
は
、
裁
判
所
席

ｏ
審
理
及
び
裁
判
を
求
め
る
旨
の

次
に
掲
げ
る
訴
え
に
濁
し
て
ば

（
令
和
５
年
度
民
事
事
件
担
当
裁
判
官
等
事
務
打
合
せ
（
９
月
２
８
日
）
）

事
幸
百
虎
盲

安
な
争
点
及
ひ
当
該
主
要
な
争
点
に
隣
連
す
る
事
実

妄
な
争
点
ご
と
の
証
拠

い
て
さ
れ
た
交
渉
そ
の
他
の
訴
訟
に
至
る
経
緯
の
畷

画
の
申
出
等
・
法
第
三
百
八
十
一
条
の
二
）

事
者
は
、
法
第
三
百
八
十
一
条
の
二
（
法
志

一
第
一
項
の
申
出
又
は
同
条
第
二
項
後
段
の

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出

学
者
は
、
早
期
に
主
張
及
ひ
証
拠
の
提
州

沈
の
計
画
杓
か
つ
迅
速
な
進
行
に
努
め
な

1

、

民
事
訴
訟
法

民
事
訴
訟
規
則
（
案
）
（
新
設
）



（
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
審
理
）

第
三
百
八
十
一
条
の
三
前
条
第
二
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
長

は
、
当
該
決
定
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
の
間
に
お
い
て
口
頭
弁
論
又
は
弁

論
準
備
手
続
の
期
日
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
裁
判
長
は
、
前
項
の
期
日
に
お
い
て
、
当
該
期
日
か
ら
六
月
以
内
の
間

に
お
い
て
当
該
事
件
に
係
る
口
頭
弁
論
を
終
結
す
る
期
日
を
指
定
す
る
と

と
も
に
、
口
頭
弁
論
を
終
結
す
る
日
か
ら
一
月
以
内
の
間
に
お
い
て
判
決

言
渡
し
を
す
る
期
日
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
条
第
二
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
事
者
は
、
第
一
項
の
期
日

事
者
間
の
衡
平
を
害
し
、
又
は
適
正
な
審
理
の
実
現
を
妨
げ
る
と
認
め
る

と
き
を
除
き
、
訴
訟
を
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
に
よ
り
審
理
及
び
裁
判

を
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
の
一
方
が
同
項
の

申
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
が
そ
の
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続

に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る

。
３
第
一
項
の
申
出
及
び
前
項
後
段
の
同
意
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
口
頭
弁
論
又
は
弁
論
準
備
手
続
の
期
日
に
お
い
て
は
、

口
頭
で
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４
訴
訟
が
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
に
移
行
し
た
と
き
は
、
通
常
の
手
続

の
た
め
に
既
に
指
定
し
た
期
日
は
、
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
た
め
に

指
定
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
第
三
百
八
十
一
条
の
三
第
一
項
の
期
日
に
お
け
る
手
続
等
）

第
二
百
三
十
一
条
の
四
裁
判
所
及
び
当
事
者
は
、
法
第
三
百
八
十
一
条
の

三
（
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
審
理
）
第
一
項
の
期
日
に
お
い
て
、
訴

訟
の
進
行
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
裁
判
長
は
、
前
項
の
期
日
前
に
、
当
事
者
か
ら
、
当
該
期
日
に
お
い
て

訴
訟
の
進
行
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
た
め
に
必
要

な
事
項
の
聴
取
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
裁
判
長
は
、
前
項
の
聴
取
を
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
命
じ

て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
書
面
に
は
、
予
想
さ
れ
る
主
要
な
争
点
に
つ
い
て
の
書
証
の
写

し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
五
十
五
条
（
訴
え
提
起
時
の
提
出
書
類
）
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規

定
は
、
前
項
の
書
証
の
写
し
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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か
ら
五
月
（
裁
判
所
が
当
事
者
双
方
の
意
見
を
聴
い
て
、
こ
れ
よ
り
短
い

期
間
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
）
以
内
に
、
攻
撃
又
は
防
御
の
方

法
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
裁
判
所
は
、
前
項
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
に
、
当
事
者
双
方
と
の
間

で
、
争
点
及
び
証
拠
の
整
理
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
法
定
審
理
期
間
訴
訟

手
続
の
判
決
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
に
お
け
る
証
拠
調
べ
は
、
第
一
項
の
期
日
か

ら
六
月
（
裁
判
所
が
当
事
者
双
方
の
意
見
を
聴
い
て
、
こ
れ
よ
り
短
い
期

間
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
）
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
に
お
け
る
期
日
の
変
更
は
、
第
九
十
三
条
第

三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け

れ
ば
、
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
準
備
書
面
等
の
記
載
）

第
二
百
三
十
一
条
の
五
当
事
者
は
、
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
に
お
い
て

準
備
書
面
を
作
成
す
る
と
き
は
、
主
要
な
争
点
と
こ
れ
に
関
連
す
る
事
実

と
を
明
確
に
区
別
し
て
、
簡
潔
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
当
事
者
は
、
前
項
の
関
連
す
る
事
実
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る

限
り
、
主
要
な
争
点
に
関
連
す
る
重
要
な
事
実
に
限
っ
て
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
判
決
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
事
項
の
確
認

。
法
第
三
百
八
十
一
条
の
三
）

第
二
百
三
十
一
条
の
七
裁
判
長
は
、
法
第
三
百
八
十
一
条
の
三
（
法
定
審

理
期
間
訴
訟
手
続
の
審
理
）
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
す
る
た
め
に

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
判
決
に
お
い
て
判
断

す
べ
き
事
項
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
各
当
事
者
の
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法

の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
を
当
事
者
に
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
証
拠
の
申
出
）

第
二
百
三
十
一
条
の
六
当
事
者
は
、
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
に
お
け
る

証
拠
の
申
出
に
当
た
っ
て
は
、
証
明
す
べ
き
事
実
の
立
証
に
必
要
な
証
拠

を
特
に
厳
選
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
通
常
の
手
続
へ
の
移
行
）

第
三
百
八
十
一
条
の
四
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
を
通

常
の
手
続
に
よ
り
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
・

一
当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
が
訴
訟
を
通
常
の
手
続
に
移
行
さ
せ
る
旨
の

申
出
を
し
た
と
き
。

二
提
出
さ
れ
た
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
及
び
審
理
の
現
状
に
照
ら
し
て
法

定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
に
よ
り
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
の
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
る
と
き
。

２
前
項
の
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
訴
訟
が
通
常
の
手
続
に
移
行
し
た
と
き
は
、
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続

の
た
め
既
に
指
定
し
た
期
日
は
、
通
常
の
手
続
の
た
め
に
指
定
し
た
も
の

と
み
な
す
。

（
通
常
の
手
続
へ
の
移
行
・
法
第
三
百
八
十
一
条
の
四
）

第
二
百
三
十
一
条
の
八
法
第
三
百
八
十
一
条
の
四
（
通
常
の
手
続
へ
の
移

行
）
第
一
項
第
一
号
の
申
出
は
、
期
日
に
お
い
て
す
る
場
合
を
除
き
、
書

面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
法
第
三
百
八
十
一
条
の
四
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所

書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
訴
訟
が
通
常
の
手
続
に
移
行
し
た
旨
を
当
事
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
法
第
三
百
八
十
一
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
定
審
理
期
間
訴
訟

手
続
の
判
決
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
事
項
が
期
日
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た

と
き
は
、
当
該
事
項
を
電
子
調
書
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該

事
項
が
期
日
外
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
長
、
受
命
裁
判
官

又
は
受
託
裁
判
官
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
電
子
調
書
を
作
成
さ
せ
、
こ
れ

に
当
該
事
項
を
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
控
訴
の
禁
止
）

第
三
百
八
十
一
条
の
六
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
終
局
判
決
に
対
し
て

は
、
控
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
訴
え
を
却
下
し
た
判
決

に
対
し
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
電
子
判
決
書
）

第
三
百
八
十
一
条
の
五
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
電
子
判
決
書
に
は
、

事
実
と
し
て
、
請
求
の
趣
旨
及
び
原
因
並
び
に
そ
の
他
の
攻
撃
又
は
防
御

の
方
法
の
要
旨
を
記
録
す
る
も
の
と
し
、
理
由
と
し
て
、
第
三
百
八
十
一

条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
双
方
と
の
間
で
確
認
し
た
事
項
に

係
る
判
断
の
内
容
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
異
議
）

第
三
百
八
十
一
条
の
七
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
の
終
局
判
決
に
対
し
て

は
、
訴
え
を
却
下
し
た
判
決
を
除
き
、
電
子
判
決
書
の
送
達
を
受
け
た
日

か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
内
に
、
そ
の
判
決
を
し
た
裁
判
所
に
異
議
を
申

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
前
に
申
し
立
て
た
異
議

の
効
力
を
妨
げ
な
い
。

２
第
三
百
五
十
八
条
か
ら
第
三
百
六
十
条
ま
で
及
び
第
三
百
六
十
四
条
の

規
定
は
、
前
項
の
異
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
異
議
後
の
審
理
及
び
裁
判
）

（
法
定
審
理
期
間
訴
訟
判
決
の
表
示
）

第
二
百
三
十
一
条
の
九
法
定
審
理
期
間
訴
訟
の
電
子
判
決
書
に
は
、
法
定

審
理
期
間
訴
訟
判
決
と
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
異
議
・
法
第
三
百
八
十
一
条
の
七
）

第
二
百
三
十
一
条
の
十
第
二
百
十
七
条
（
異
議
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第

三
百
五
十
七
条
）
及
び
第
二
百
十
八
条
（
異
議
申
立
権
の
放
棄
及
び
異
議

の
取
下
げ
・
法
第
三
百
五
十
八
条
等
）
の
規
定
は
、
法
第
三
百
八
十
一
条

の
七
（
異
議
）
第
一
項
の
異
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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第
三
百
八
十
一
条
の
八
適
法
な
異
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
訴
訟
は
、
口
頭

弁
論
の
終
結
前
の
程
度
に
復
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
通
常
の
手

3 24

続
に
よ
り
そ
の
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
。

及
び
裁
判
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。
の
終
局
判
決
の
執
行
の
停
止
そ
の
他
必
要
な
処
分
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

前
項
の
異
議
の
申
立
て
は
、
執
行
停
止
の
効
力
を
有
す
る
。

第
三
百
六
十
二
条
及
び
第
三
百
六
十
三
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
審
理

裁
判
所
は
、
異
議
後
の
判
決
が
あ
る
ま
で
、
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続

6



【寅料2.令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ（令和5年9月28日開催） 】

L

法定審理期間訴訟手続(本手続)の事務フロー(例）

|検討事項(案） ’検討事項（案）
、

･原告:訴状｡基本害証十本手続の申出書面(381条の2第1項)提出

･訴状送達(事務連絡同封）

･被告:答弁書･基本害証十本手続の同意書面(381条の2第2項)提出
［
岸
出
弥
ら
決
定
陸
便
応
三
即
即
則

i
、－4ﾐﾆ砦速やかに(規則案231条の3第1項）

主要争点等記載書

面に記載すべき内

容のイメージ

〆 ．一一~一一~~..~－－－~－－－－－－－一~－~－－－一、

原告被告:主要争点等記載書面害証の提出(規則案23'条の3） ’・予想される主要な争点及び当該主要な争点に関連する事実
・予想される主要な争点ごとの証拠
・当事者間においてされた交渉その他の訴訟に至る経緯の概要

一

、 ソ

=こ膿

裁判所:本手続により審理及び裁判をする旨の決定(381条の2第2項）
・弁論準備手続に付する決定(口頭弁論も可)＋①の期日を指定(381条の3第1項）

間
以Ｉ ・双方から提示さ

れた「予想される

主要な争点』や証

拠を基に、どのよ①第1回期日(弁論準備） 【審理予定協議期日】
・主要な争点の確認･すり合わせ(可能な範囲で間接事実･証拠を整理）
・審理予定(②､③の期日までの進行等)を協議策定
．③弁論終結期日､④判決言渡期日を指定（381条の3第2項）

《陣ま
り引

うに具体的な主

張・証拠の整理を
進めるのが相当か。

・第1回期日にお

いては、弁論終結
’
’
’
一
期
旧
睦
区
卜
脂
叶
隔
息
噴
睦

【期日･期日間の主張 I
整理】
・争点(証拠)のすり合
わせ､絞り込みを実施
・期日を設けず､デー
タのやり取りによる進
行も可 ，
二 ・ 1
両

～一

期日や判決言渡期

日の指定のほか、

どの程度の具体的

な進行予定を定め

ることが考えられ
るか。

予定を頁
hf圭受彦

判断事項関連書
面の提出の命令
が可能(規則案
231条の7）
･判決において判断す
べき事項の要旨
･これに関連する攻撃
防御の方法の要旨 』

』

５
か
月
以
内

和
解
協
議

６
か
月
以
内

､V
判断事項関連書面

に記載すべき内容
のイメージ

②第●回期日(弁論準備)又は協議等【判断事項確認期日等】
・主張書面(又は判断事項関連書面)の陳述･書証の提出
（攻撃防御方法の提出期限(381条の3第3項)）
・判決において判断すべき事項を確認(381条の3第4項）

⑧ lp ゴ(IZ

《の弓
の釦I 聾5 I O

頓

和解

協議
剛
偏
削
快
宇

I1
1か月以内

電子判決書の記載事項(381条の5）
事実:請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の
方法の要旨

理由:当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容

電子判決書のイ
メージ
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令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ等（9/28）

協議結果要旨のポイント

１
１

ｉ
１
１
協議事項｜ 法定審理期間訴訟手続の運用に向けて検討すべき事項

第1 今後重点的に検討を進めるべき具体的事項（資料2参照）
、

/運用イメージの検討に際して意識すべき点
＞通常の訴訟の場合以上に、訴訟の進行に必要な作業を当事者に求める
ことも可能て､ある。

＞どのような書面提出・手続進行がされれば、本手続に沿う審理判断が

、 できるかという視点が“要 ノ
ｰ

国主要争点等記載書面に記載すべ
き内容のイメージ
点等1
内容

主要な争点、関連する重要な間接

事実、証拠を記載（箇条書も可）

具体的な記載が望ましいが、当事
者の負担とのバランスをとる。

＞ q

I

＞

圃判断事項関連書面に記載すべき
内容のイメージ

主要争点等記載書面や裁判所が準

備したフォーマットに、審理に応

じて加筆修正。重いものは不要
主要事実のほか、当事者が重要と
考える間接事実を記載

＞

1
＞

第2各庁における今後の検討の進め方
一 一 一

南一一

回工夫例・実践例
一一一一一 －

廻一L:審理序盤の口頭協議において、 6か月以内に心証開示をする旨説
明し、スケジュールを立てて審理を進める。

例2：具体的な審理期間は設定しないが、早期に争点整理を進めて心証
開示する旨説明した上で審理を進め、当事者の協力を得ている。

＞

＞

銅 一 山

」| U琴実践鎧果:早期に解決できた。未済事件が減った。

回今後の検討の進め方

弁護士会との協議に先立ち、具体的な運用イメージを裁判所内部で形成
することが重要

＞そのために、適する事案を用いて現行法下て鶴試行しつつ、書面の
イメージを検討して具体化させる必要がある。
＞先行して検討している庁の状況を共有

「納期」を意識した審理は、審理運営改善の取組に通じる話であり、そ
のような観点を意識して審理運営改善を実践することにより、将来的に
弁護士会との協議においても、実感を伴った働きかけをすることがて、き
る。

＞

＞

■

一ニユーーヱ一言

2主張・証拠整理の進め方・
進行予定の定め方

(審理予定協議期日において）

＞序盤の口頭協議の手法を参考
に、要件事実や主要な争点を
確認する。事案により、担当

者等から事情聴取

＞終結までの期日を一括指定

’ 四判決書のイメージ
＞事実の記載は、当事者作成の

書面を活用

＞争点に対する判断に重点を置
〈べき・認定事実は、争点毎

， に必要な範囲内て、記載



３

１

’協議事項2 ウエブ弁論の運用に向けて検討すべき事項
“ 一

一一

1
第’ 第｜回弁論をウェブ会議て、実施するかの考慮要素

第2第1回弁論をウエブ会議とする際の留意点

窪

《

第1回口頭弁論期日

告は本人訴訟て、ある

において、原告代理人はウェブ会議を希望し、被
という場面を想定

原告代理人

＞基本的にウェブ会議の利用の相当性を

＞

肯定し得るが、期日の指定状況や機器

設営の負担の程度等との兼ね合いはあ
る。

例外：出頭を求める方向となり得る考

盧要素は次のとおり

b 原本取調べが踏要て穣あること

巾

。 原告代理人がウェブ会議、被告

本人が出頭することに対する被

告本人の（予想される）反応等

に鑑み、円滑な審理に支障を来
すおそれがあること

。 原告代理人からのウェブ会議希
望の申出がされるのが遅く、準
備が困難て、あること

被告本人

＞基本的に少なくとも初回

は現実の出頭を求める。

＞例外：初回からウェブ会
－

議利用を認める方向とな

り得る考盧要素は次のと
‘おり

・ 遠隔地居住（管内面
積が広い、交通アク

セスが悪い、合意管

轄により被告住所地

が管外てﾟある等）

・ 要警備事案、障害等
の要配盧事案

期日指定の在り方
U "

＞ウエブ弁論専用の時間枠を設けてウェ
ブ弁論期日を集中的に実施する方法
暉期日指定の仕方

・ 複数期日につき、 少しずつ時間

をずらして期日指定

。 順次接続するのて、待機してほし

い旨を事前にアナウンスしつつ、

同一時刻て、期日指定

＞機器を庁内て、合理的に利用するために

は、機器が利用可能な曜日・法廷を設

定し、部や係毎に適宜割り振る等、庁

の実情に応じた検討が雌要

【簡裁】

＞複数の事件を抱える同一業者である原
告につき、専用の時間枠を設ける方法

意見聴取の方法

【原告代理人】

＞参考事項聴取書等により、

期日指定の時まて鹸に一律
に希望の有無を聴取する

方法（期日の時間枠に指
定するか選別するため）

＞意見聴取する事件を選別

する方法（必ずしも希望

通りにウェブ会議を実施
する訳て、はないため）

【被告本人】

＞期日呼出状又は意見聴取

害により意見聴取（期限

内に回答がないと原告側
はウェブ会議になること

がある旨併記）

－



第2（続き）
模擬の期日を実施。機器の設置や操作、入廷までのチェッ

ク項目などを整理し､チェックリスト作成書記官事務

第3 その他

－
１

１
１
１
１

渡期日におけるウエブ会議 ング人確認のタイ判決
善
一
巨 本

、
、
、

４
１
１
１
１
１
酉

＞原則として実施しない。

期日の円滑な進行のためには、

期日前の接続テスト時に実施
す.ることが考えられる。

期日で身分証明書を示して本

人確認をする場合、法廷等の
傍聴人等に見られないように
配盧することが考えられる。

＞通信障害時の対応

【出頭したと扱うか】
＞短時間て、も映像が映り音声が聞こ

える状況が生じた場合には、出頭
扱い

【その後の訴訟行為】

＞実質的なやり取りがて鹸きない場合、
訴訟行為をしたと扱うのは困難て、
あるが、そのことを当事者の不利

益に扱うのは相当て、はない（期日
続行を検討） 。

＞

接続先の書証の取調べ方法

写しを原本とする方法

なお、原本に代えて写しを提

出する方法とする考えもある。

シ
シ

会社担当者の同席

不規則発言への対応
一定の場合には、ウェブ会議の接
続先て斜の会社担当者等の同席を認

めるニーズがある。

もっとも、 この同席を傍聴と整理
することは困難であり、事実上の

立会とする等、傍聴とは異なるも

のと整理する必要がある。

＞

１

‐ア巽■■T＝

不規則発言等がされ、訴訟指

揮に従わない場合、警告の上、
接続を切断する。

次回以降は現実の出頭を求め
る（不出頭の際には欠席扱い
とする） 。

＞

＞

＞

’

’

｜ ■

第4地裁と簡裁、簡裁相互の連携の在り方

＞地裁と簡裁が十分に連携を図る。

（具体例）
・ 地裁の担当部と簡裁との間で連携し、情報提供をしたり、ウェブ会
議の見学等を実施

。 地裁PTが模擬ビデオや体験説明会等を企画

・ 地裁の運用を参考に、簡裁の執務要領を作成
＞大規模庁から小規模庁、同規模同士等、簡裁相互の連携を図る。
（具体例）

・ 本庁所在地の簡裁が窓ロとなり、管内の他の簡裁と情報交換
・ 高裁所在地の簡裁が高裁管内に情報還元。同規模の簡裁て、連携


